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      在宅高齢者にかかる新型コロナウイルスワクチン巡回接種 

対象者調査について（依頼） 

 

 日頃より江東区の高齢者福祉にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 江東区では、集団接種や個別接種に行くことが極めて困難な在宅高齢者に対し、巡回接種

を検討しております。つきましては、各居宅介護支援事業所にて把握されている巡回接種が

必要だと見込まれる高齢者について、下記により回答をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 巡回接種が必要な高齢者の考え方 

  【定義】 

  原則は集団接種若しくはかかりつけ医による個別接種をお願いするものです。しかしな

がら、本人又は家族が接種を希望しているが、①集団接種会場に行くことが困難かつ、②

別紙「医療機関一覧」に記載のある、かかりつけ医療機関による個別接種に出向くことが

困難で、かかりつけ医が往診による個別接種を行えない等の事情がある方が該当します。

（①②ともに、ヘルパーによる介助で行くことが可能な方は除く） 

  

（集団接種・個別接種に行くことが極めて困難な方の例） 

 ・独居または経済的な理由で同行のヘルパーを頼むことができない。 

 ・身体状態等により対応可能なヘルパーが見つからない。 

 ・家族全員（両親と義理の両親の全員等）の介護を一人で担っており、全員を連れていく

ことができない。 

 ・会場やかかりつけ医に連れていきたいが、本人が認知症のため、普段と違う場所に連れ

ていくことができない。 

 

２ 提出物 

  別紙「巡回接種が必要と見込まれる在宅高齢者数調査票」 

 

３ 提出先・提出方法 

  江東区福祉部地域ケア推進課包括推進係 

  FAX：03-3647-3165  E-mail：230231@city.koto.lg.jp  

  FAX又はメールにて提出をお願いいたします。 

 

４ 提出期限 

  令和３年５月１４日（金） 

               

 担当：江東区福祉部地域ケア推進課包括推進係 川野 

       電話 03-3647-9606 FAX 03-3647-3165 


